
記載要領 下表の本色樹1 部分)を言a載してくださしヽ.

【別表A(1)収支相償の計算(収 益事業等の利益額の50%を繰入れる場合)】

(公 益法人認定法露5条第6号に定められた収支権1賞 につしヽて審査します.I

l× 第一段階 (公益目的事業の収支相償 )

法人が行う事業について、そ釣経常収益、経常贅躍を比較します.

事業
年度

自  28年  4月  1 日 法人コード

至  29年  3月  31 日 法人名 公益社団法人 広島県診療放射線技

事業
番号

経常収益計

ill111場富聾1扮 経常費用計
その事業に係る

特定費用準備資金の
当期取崩額

その事葉に係る
特定費用準備資金の

当期積立額

第一段階の判定
(2オ関-31間 +41開 -51聞 )

2 3
・
４

一
5 ‐,■‖Ⅲ理

公益 ]
1,100,000 

円
1,116,622円 0円 600,000 

円
-616,622円

公益 2 1,048,002円 1,054,405 
円

0
円

-6,403 Fl

公益 3
2,665,000 R 2,671,913円 0円 0円 6,913円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

1:'111♀♀:円

`學

午

'1'円

♀1円 ,♀♀|♀♀,1円 合
ブラスの事業がある場合、発
生理由とこれを解消するため
の計画等を記入してください

理由 :

画 :

2x第二段階 (公 益 目的事業会計全体の収支相償判定 )

法人の公益目的事業会計全体に係る収入と費用等を比較しますら

1又 入 費 用

第一段階の経常収益計と経常費用計(2欄・3欄 )

， ７

一 4,813,002 R 4,842.940円

特定の事業と関連付けられない公益 目的事業に係るその他の経常

収益、経常費用
8 1,099,076 1,945,191

フ欄と8欄の合計 (公益目的事業会計の経常収益計、経常費用計の

額と一致しているか確認してください。)

5,912,078

円

6,788,131

公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調 ti(別 表C(5)よ り)

(当 期の積立額を「費用」欄に記載してください。)

101 0 600,000

収益事業等から
生じた利益の繰入額

収益事業から
生じた利益の繰入額

11

その他事業 (相互扶助等事業 )

から生じた幕l益の繰入額

||||||::1111

収入―費用

合計 (9欄 ～12欄 )

う
０ 5,912,078 7,388,131

円

-1,476,053

円

※第二段階における乗1余 金の扱い
乗1余が生じる場合 (1又入…費用欄の数値がブラスの場合)は 、その剰余相当額を公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充

てるための資金に繰り入れたり、公益目的保有財産の取得に充てたりするか、翌年度の事業拡大を行うことにより同額程度の損

失となるようにしなければなりません。収入―費用欄の数値がプラスの場合、法人における剰余金の扱いの計画等を記載してく

ださい。

収支相償の額 (収入―費用欄)がプラスとなる場合の今後の乗1余金の扱い等



記載要領 :下 表瞼水色1聞1 吝に分)を記載してください.

事業
年度

自  28年  4月  1 日 法人コード

至  29年  3月  31 日 法人名 公益社団法人 広島県診療放射線技

【男1表A(2)収支相償の計算(収益事業等の利益額を50%を超えて繰入れる場合)】

(公 携法人認定法第5条第6号に定められた収支相償について書査します.)

1 第一段階 (公益目的事業の収支相償 )

法人が行う事業について,そ の経常1又 益、経常資用を比較します.

事業
番号

経常収益計

1前 1年度

―

:驀 が
額
一

一の
一

経常費用計
その事業に係る

特定費用準備資金の
当期取崩額

その事業に係る

特定費用準備資金の

当期積立額

第一段階の判定
(2欄 -3欄 +4欄-5欄 )

一一一一一一一一一一一一“ =‖
|ヨ11111=≡ :

141■ 15‐

一６

公益 1
1,100,000円 1,116,622円 0円 600,000 

円
-616,622円

公益 2 1,048,002円 1,054,405 
円

0円 6,403円

公益 3
2,665,000円 2.671,913円 0円 0円 -6,913円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

11l111♀

'1円

1184争11,円 ♀1円
'0,19901円

合
スの事業がある場合プラスの事業がある場合、発

生理由とこれを解消するため
の計画等を記入してくださいっ

理由 :

計画 :

2 第二段階 (公 益 目的事業会計全体の収支相償判定 )

法人の公益目的事業会計全体に係る収入と費用等を比較しますっ

1又 入 費用

第一段階の経常収益計と経常費用計(2欄 '3欄 )

一７ 4,813,002 4,842,940

特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経常

収益、経常費用
1,099,076 1,945,191

7欄と8欄の合計 (公益目的事業会計の経常収益計、経常費用計の

額と一致しているか確認してください。)

9 5,912,078円 6,788,131
円

公益目的保有財産に係る減価償却費
(経常費用額の控除対象。「費用」欄に記載してください。)

一０

● △    0円
公益目的事業に係る特定費澤準備資金に関する調整錫:表 C(5)より)

(当 期の積立額を「費用」欄に記載してください。ただし、上限があります。)
0 0

公益資産取得資金に関する調整(別 表C(4)よ り)

(当 期の積立額を「費用‐」欄に記載してくださいっただし、上限があります。)

一２

一 0円 0日

公盃 日日■保石財産に1糸る当副収支

(売去pに関しては売却収入額を「収入」欄に、取得に関しては支出額を「費
用 |1間 に記載 t′ てくださいぅ)

一３

一
0 0

収益事業等から
生じた利益の繰入額

収益事業から
生じた利益の繰入額

■41 0 1勢IJ:≦
その他事業 (相互扶助等事業)

から生じた利益の繰入額
15 0

円 収入―費用

合計 (9欄 ～15欄の合計 ) 5,912,078円 6,788,131円
円

-876,053



記織要領 : 下衰の水色特
` 

部

`十

)を 記載しこください。

事業
年度

自 28年 4月  1日 法人コード

至 29年 3月 31日 法人名 公益社団法人 広島県

【男」表B(1)公 益目的事業比率の算定総括表】
(公 益法人認定法第5条第8号に定められた公益目的事業比率について審査します。)

公 益 目 的 事 業 一挙 の 算 定

公益実施費用額(13欄 より) | 7,388,131円

公盃実施費用額+収益等実施費用額+管理運営費用
額 (13、 23、 33欄の合計)

2 9,208,127円

公益目的事業比率 (1欄 ■21関 ) 3‐ 80 。。

公 益 実 施 費 用 額 の 計 算

公益目的事業に係る事業費の額 6,788,131
FEl

調
　
　
整
　
　
額

土地の使用に係る費用額 OF

融資に係る費用額 O Fr

無償の役務の提供等に保る費用額 17 0円

特定費用準備資金積立額 600,000F

特定費用準備資金取崩額 19

円

引当金の取崩額 OF

財産の譲渡損等 一轟
〓

0「E

調整額計(51開 ～11欄 の計)
一や
一

600,000円

公 益 実 施 費 用 額 (4欄 ■12欄 ) 11131 7,388,131 円

益 等 実 施 費 用 額 の 計 算

収益事業等に係る事業費の額 687,362F

調

　
　
放
〓
　
　

額

土地の使用に係る費用額 一５

一
OF

融資に係る費用額 16 OF

無償の役務の提供等に係る費用額 0円

特定費用準備資金積立額
一
お 0円

特定費用準備資金取崩額

-1円

引当金の取崩額 0円

財産の譲渡損等 0円

調整額計(15欄 ～21欄の計) 22 0円

収 益 等 実 施 費 用 額 (141111■ 22欄 ) 687,362円

管 理 運 営 費 用 額 の 計 算

管 理 費 の 額 1,132,634円

調
　
　
較
〓
　
　
額

土地の使用に係る費用額 0円

融資に係る費用額 0門

無償の役務の提供等に係る費用額 0円

特定費用準備資金積立額 一ｒ
●

一２

●
0円

特定費用準備資金取崩額
■ 円

引当金の取崩額 30 0円

財産の譲渡損等
一
３ 0円

調整額計(25欄 ～31欄の計) 32‐ 0円

管 理 運 営 費 用 額 (24欄 +32欄
) ■3 1,132,634円



別表C(1)遊体財産額の保有制限の判定

この様式では、遊休財産額が、遊体財産額の保有上限額を超えていないことを確認します。

遊休財産額は、以下の計算により算定します。

計額です。
なお、控除対象財産から対応負債の額を控除するのは、借入金等によって資産を取得している場合には、負債が二重で減算される
ことになってしまうためです。

遊休財産額の計算に必要な数値の作成 (下記3及 び4に 必要な数値を作成ヒノます。)

資産の部

流動資産計 1 5,850,604 円

固 :控除対象財産 4,880,000円

馨:ζ 9隻9甲走:|=|:1積 111面 0円

産 :固定資産計 5欄 -1欄 4,880,000 円

資産計 10,730,604 円

損益計算書上の公益目的事業に係る事業費の額 6,788,131円

商品等の原価を予め費用計上していない場合のみ

商 品 等 譲 清 に 係 ス 鷹 価 相 当 籟
0円

特定費用準備資金の公益実施費用額への算入額 600,000 円

計 (171F●l+18欄■19欄 ) 7.388,131円

3遊 休財産額の計算

資産 5欄 10,730,604 円

負債 11欄 268,977 円

一般社団・財団法人法第131条の基金 12欄 0円

負債の部

流動資産に直接対応する負債の額 6 0円

控除対象財産に直接対応する負債の額 32本関 7 0円

その他の固定資産に直接対応する負債の額 8 0円

引当金勘定の合計額 35欄 9 0円

その他負債の額 11欄 6欄 7欄 -8欄 9欄 268,977 円

負債計 26欄 268,977 円

正味財産の部

一般社団 財ヽ団法人法第131条の基金 27欄 0円

指定正味財産の額 33欄 2,000,000 円

一般正味員オ産の額 15欄 -12欄-13欄 14 8,461,627円

正味財産計 10,461.627 円

負債及び正味財産合計 5欄 (11欄・ 15欄 と同額 ) 10,730,604 円

公益実施費用額から控除する引当金の取崩額 0円

財産の譲渡損、評価損等の額 0円

特定費用準備資金の公益実施費用額からの控除額

控除額計 (21欄 +22オ閣+23欄 ) 0円

控除対象財産の額 2欄 4,880,000 円

対応負債の額 391聞 88,729 円

遊イ木財産額 25本聞-26欄 -27キ
l■l-28欄 +29本

ltl 5,670,356円

2_遊休財産額の保有上限額 (=公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額 )の 計算

4.対応負債の額の計算 (次の2つの方法のうちいずれかを選択し、○を記入して下さい。)

公益法人認定法施行規則第22条 第7項の方法 公益法人認定法施行規員1第 22条第8項の方法

公益法人認定法施行規則第22条 第7項 の方法

控除対象財産の額 2欄 円

控除対象財産に直接対応する負債の額 7欄 円

指定正味財産の額 13欄 円

31欄 -32オ聞-33欄 円

引当金勘定の合計額 9欄 円

各資産に直接対応する負債の額 6欄+7欄■8欄 円

その他負債の額 10欄 (11欄…35欄-36欄と同額 ) 円

一 般 正 味 財産 の額 14欄 (5欄 11欄 12欄 13欄 と同額 } 円

対応負債の額 32欄 +341闘 ×37欄 /(371Fll・ 381間 ) 円

業
度

事
年

自 28年  4月  1日 法人コード

至 29年  3月 31日 法人名 公益社団法人 広島県診療

遊休財産額=資産― (負債 +一般社団・財団法人法第131条の基金)― (控除対象財産―対応負債の額
※

)

公益法人認定法施行規則1第 22条第8項の方法

控除対象財産の額 2欄又は28欄 4,880,000 門

指定正味財産の額 131聞 2,000,000 円

311間-331関 2,880,000 円

弓1当 金勘定の合計額 9欄 0円

その他負債の額 111関 -35欄 268,977 円

一般 正 味財 産 の額 14欄 (5欄 11構 12欄¬ 31隣 と同額 ) 8,461,627 円

対応負債の額 34欄 ×37欄 /(37欄 +38欄
) 88,729 円

き華1定総巣ミ
遊体財産額の保有上限額 201関 -24欄 40 7,388,131円

遊休財産額 30欄 5,670,356円

遊休財産額の保有上限額の超過の有無 適 合


